
消防用水の設置等に関する指導基準 

 

（趣旨） 

第１  この基準は、消防用水の設置及び維持に関し、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。

以下「令」という。）及び消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（吸管投入口の設置） 

第２  消防用水に設ける吸管投入口は、直径６０㎝以上の円が内接できる大きさとし、８０㎥

以上の水量を有するものは、２箇所以上設置するものとする。この場合において、消防用水

及び投入口蓋上部には、「消防用水」及び「吸管投入口」の表示を設けること。 

（採水口の設置） 

第３  消防用水に設ける採水口のうち、水源から採水口までの水平配管長が２０ｍ未満のもの

又は採水口までの落差が４．５ｍ未満のものにあっては、次によるものとする。 

（１）採水口は、７５Ａメネジ式結合金具とすること。 

（２）採水口に接続する吸水管径は８０Ａ以上とし、空気だまりのできないものとすること。 

（３）吸水管には、ろ過装置を取り付けること。 

（４）採水口は、地盤面からの高さ０．５ｍ以上１．０ｍ以下に設置すること。 

（５）採水口には、覆冠等を取り付けること。 

（６）採水口には「消防用水（吸水用）」の表示を設けること。 

（７）水源が地上式のもの又は採水口より下にあるものの配管については、第１図によること。

この場合において、地下式のもので吸水管下端の位置が採水口から落差４．５ｍ以上の場

合は、採水口から落差４．５ｍ以内の部分を有効な水源水量とする。 
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イ  採水口より下の水源 

         

２  水源から採水口までの水平配管長が２０ｍ以上のもの又は採水口までの落差が４．

５ｍ以上のものは、次によるものとする。 

（１）屋内消火栓設備の設置等に関する指導基準（平成１１年４月１日施行）第３第１

項及び第３項に準じ、専用の加圧送水装置等を設置すること。 

（２）加圧送水装置は、定格吐出量２０００ℓ／min 以上のもので、採水口における

圧力２．５㎏ f／c ㎡ 以上の能力のものとすること。 

（３）加圧送水装置には、規則第１２条第１項第４号に準ずる非常電源を附置すること。 

（４）採水口の結合金具は、６５Ａ差込式の差し口とし、前項第２号、第４号及び第５

号に準じたものとすること。 

（５）加圧送水装置の起動方法は、採水口の直近及び防災センターから、遠隔操作によ

り起動できるものとすること。ただし、採水口の直近に起動装置を設置することが

できない場合は、採水口の直近から防災センターと相互に連絡できる装置を設ける

こと。 

（６）採水口の直近及び防災センターには、加圧送水装置の起動を確認できる表示を設

けること。 

（７）採水口の直近には、加圧送水装置の起動方法を表示すること。 

（８）採水口には「消防用水」の表示を設けること。 

（９）地上式等の水源で採水口に２．５㎏ f／c ㎡ 以上の背圧がある場合は、前各号に

かかわらず第１項に準じた採水口を設置することができること。この場合において、

操作しやすい位置に仕切弁を設置すること。 

（１０）加圧送水装置等の設置は、第２図に準じたものとすること。 
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第２図 

 

３  採水口を開閉するための弁を設けるものは、吸水管を採水口に接続した状態におい

て弁を開閉するスピンドルの操作に支障のない構造とするものとする。 

４  防火対象物の各部分から１の採水口までの水平距離は、１００ｍ以下とするものと

する。 

５  配管は、屋内消火栓設備の設置等に関する指導基準第４第１項、第４項、第５項、

第７項、第８項から第１０項まで、第１３項及び第１４項に準ずるものとするほか、

加圧送水装置等を設置する場合は、同指導基準第３第５項第４号に準ずるものとする。

この場合において、吐出側直近部分の配管には、その表面の見やすい箇所に消防用水

用である旨を表示するものとする。 

（有効水量の算定） 

第４  水源の有効水量の算定は、次のとおりとする。 

１ 屋内消火栓設備の設置等に関する指導基準第２に準ずるものとする。 



２ 消防用水と開発の防火水槽の水量は、兼用できるものとする。 

 

 

      附  則 

  この基準は、平成４年１１月１日から施行する。 

      附  則 

  この基準は、平成１１年４月１日から施行する。 

附  則 

  この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則 

  この基準は、令和年４月１日から施行する。 

  

 

 


